
CHINTAI六本木ビジョン六本木 2021/04/28

※クライアント、素材は事前に審査があります。 ※法令等で禁じられているもの、公序良俗に反するもの等放映審査会が不適切と認めたものは放映できません。
※支障等により放映されない場合が御座います。その際の保証についてはご確認ください。
※審査通過後のデザインでも掲出後に一般市民からの指摘などが入った場合は、デザイン変更・途中撤去等対応が必要になる場合がございます。

媒体名称 CHINTAI六本木ビジョン

媒体所在地 東京都港区六本木5-1-1

放映時間
9:00～24:00（15時間/日）
※上記以降の時間帯の掲出についてはご相談ください

放映開始日 原則毎週月曜日

画面サイズ 見寸：H3,200×W5,400 (ｍｍ)

素材仕様 MP4

素材納品日 放映開始日の8営業日前まで

サーキュレーション
平日約13.1万人/日 （休日約10.3万人/日）
・周辺交通機関 六本木駅（利用者数合計：約20万人）
（東京メトロ日比谷線、都営大江戸線、都バス）

備考

・先着順での受付となります。
・買い切りが入った場合、放映スケジュールが
急遽変更となることが御座います。

・画面右側にCHINTAI Visionのロゴが表示されます

CHINTAI六本木ビジョン六本木 2021/04/28

基本放映料金

期間 15秒×4回／時（60回／日） 30秒×4回／時（60回／日）

1週間 ¥200,000 ¥360,000

2週間 ¥360,000 ¥650,000

1ヵ月 ¥650,000 ¥1,200,000

※上記記載以外の回数や日時もお受けしております。



CHINTAI六本木ビジョン六本木 2021/04/28六本木

素材形式（動画） 詳細

入稿方法 CD・DVDでのご入稿、もしくは オンラインストレージ（firestorage等）や ファイル転送サービス(宅ふぁいる便等)
でのご入稿でも可（※HDカム、DVカム、βカム等での入稿は不可となります）

ファイル形式 MPEG-2

フレームレート 25 fps

尺数 15秒もしくは30秒が基準（※クレジットやカラーバーは不要）

ピクセル数 H 240ピクセル×W 432ピクセル

※アナログメディアや非対応形式からのエンコードが必要な場合、ご要望に応じてエンコード事業者のご紹介も承っております。お気軽にご相談ください。

発注方法

下記の時間帯を選択いただけます。ご要望がない場合は各時間（15時間）均等に掲載いたします。
※基本は上記24：00までですが、24：00～26：00(音声なし)の深夜帯への掲載も可能ですので、ご相談ください。

9：00 24：00

9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時

午前帯 午後帯 夜帯

入稿規定

掲載期間 基本スケジュール：月曜日掲載開始、日曜日掲載終了（※ご相談可能）

掲載回数
基本回数：1時間に4回× 15時間 = 1日60回掲載
※下記時間帯ごとに素材変更も可能です
※1時間に4回ではなく、1時間に6回、1時間に10回等のご相談も可能です

掲載時間帯

お申込み・掲載内容の事前考査は11営業日前まで、データ入稿は8営業日前までとなっております。

CHINTAI六本木ビジョンでは、掲載時間帯の選択、複数素材掲載のご要望にお応えしています。お申込時にご要望をお伝えください。

CHINTAI六本木ビジョン
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【掲載可能広告】
CHINTAI掲載基準を満たした広告のみとさせていただいております。
※CHINTAIが広告として不適当と判断した場合、
掲載基準に関わらず掲載をお断りする場合があります。

【掲載不可広告】
・タバコ
・外国為替証拠金取引広告
・先物取引広告
・男女交際あっせん業（SNS除く）
・ギャンブル（公営ギャンブル除く）
・宗教関係の広告全般（学校は除く）
・政党広告全般
・美容整形（医療行為でない脱毛・整形・審美歯科除く）広告
・風俗系男性エステ
・育毛・増毛・発毛関連広告(シャンプー等商品広告を除く）
・結婚斡旋業・情報（結婚式場案内・結婚式場・結婚式に関する情報提供等除く）
・消費者金融（東証・大証2部以上、上場の銀行系列または上場企業を除く）の広告
・風俗業（風営法に基づく接待飲食店営業を除く）
・刺青施術広告
・スポンサー不詳の懸賞サイト広告
・トラブルの多い商法の広告（連鎖販売取引、催眠、内職商法etc)
・治験広告
・開運や厄除け商品広告
・コンタクトレンズ通販広告
・ブランド品などの模倣品、偽造品の広告

【原則不可広告】
・グループ競業広告
（不動産物件検索サイト、賃貸住宅仲介・管理業、引越し業、駐車場業、損害保険業、
建築・リフォーム業、人材派遣業、ワイン製造・販売業、一部興行関連 etc）

【その他不可広告】
・上記の他、広告内容において右記“媒体社広告掲載基準”に反する広告

【広告掲載基準及び事前確認事項】
◆媒体社広告掲載基準
◼ 掲載した映像に視聴者に不都合を生じさせる内容、文言があった場合や視聴者の

誤解を招く恐れのある・もしくは混乱させるような広告の掲載は不可
◼ 公序良俗を反する内容の広告の掲載は不可
◼ 比較広告の掲載は不可
◼ 法律、政令、省令、条例、条約、公正競争規約に違反、もしくは
その恐れがあるものについての掲載は不可

◼ 許可・認可を要する業種で、許可・認可のない広告主による広告の掲載は不可
◼ 犯罪行為を誘発する恐れのある広告の掲載は不可
◼ 他者の名誉・信用・プライバシーの侵害、営業妨害をする広告の掲載は不可
◼ 他者の商標権、著作権等の知的財産権、肖像権、その他の権利を侵害する
広告の掲載は不可

◼ 非科学的又は迷信に類するもので迷わせたり、不安感を与える恐れのある広告の
掲載は不可

◼ 詐欺的、または健全性を欠いた経済行為に係る広告の掲載は不可
◼ 内外の国家、民族等の尊厳を傷つける広告の掲載は不可
◼ 未成年に対する配慮に問題がある広告の掲載は不可
◼ その他媒体社が不適当と判断した広告の掲載は不可

◆事前確認事項
◼ 掲載映像クリエイティブの確認
◼ 広告表現において、企業名、ロゴ、サービスマーク等、情報提供者がわかる

表現明記の有無

【広告掲載に関する免責事項】
① 媒体社の責に帰す事故等による運転休止、または特別掲載等の場合により予定掲載回数
が実施できない場合は、補充掲載を実施することで保障掲載回数を保障し、
これを履行したものと致します。

② 天災事故等媒体社の責に帰さないやむを得ない事情により、媒体そのものの運用に
物理的もしくはシステム的な障害が発生した場合、掲載が中止される場合がございます。

③ 掲載開始時に下記放映基準をｸﾘｱしていたとしても、その後の事情により広告主様
もしくは広告商品に反社会的な事件もしくは事故が発生し、当該媒体自体及び当該媒体
で掲載する他の広告に悪影響を及ぼすことが明らかな場合、掲載を中止する場合が
ございます。

④ 前項①～③の場合、いただいた掲載料金等一切の金銭の返金はできませんので
ご了承ください。

CHINTAI六本木ビジョン 広告掲載規定
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